
　戸籍や住民票の不正取得防止に
　本人通知制度をご利用ください

本人通知制度とは  
　 　住民票の写しや戸籍謄抄本等を「代理人」

や「第三者」の請求により交付されたとき、
事前に登録した本人に交付の事実を通知す
る制度です。

　 　委任状の偽造や身元調査などを目的とし
た住民票等の不正取得の早期発見や不正取
得の抑制につながります。

登録できる方  
　 町の住民基本台帳に記載されている方、ま

たは戸籍に記載されている方

登録に必要なもの  
　 ①登録申請書　②印鑑　③本人確認書類

（運転免許証、マイナンバーカード等）　④代理
人の場合は、本人からの委任状及び代理人
の本人確認書類　

　※ 登録申請書は役場町民課に備えています。
　　町 HP からダウンロードもできます。

通知の方法  
　 登録された本人（法定代理人の場合は代理人）

宛に封書で送付します。
　＜通知する内容＞
　 ①交付年月日　②交付した証明書の種別　

③交付した通数又は件数　④請求者の種別
（代理人または第三者）

　※請求者の氏名、住所は通知されません。
　※ 裁判及び紛争に関わるもので特定事務受任者

（弁護士・司法書士等）が請求した場合、また
は公用による請求は通知されません。

問  町民課 ☎ 65-0812

　　保育サポート会員を募集します
ときがわ町ファミリーサポート・緊急サポート事業とは、子育ての援助を受けたい方（利用会員）
と行いたい方（サポート会員）が会員となり、緊急サポートセンターが仲介して、地域で子育ての
お手伝いをする会員同士の支えあいの活動です。子育て中のお母さんやお父さんの育児をお手伝い
してくださる保育サポート会員を募集します。子どもが好きな方なら資格が無くても大丈夫です。
ご夫婦での活動も大歓迎です。地域の子どもたちの育ちを親御さんと一緒に見守る、そんな気持ち
でお手伝いください。※活動の前に講習を受けていただきます。

　活動内容

・ 保育園、学童へのお迎え後、保護者が帰宅
するまでの子どもの預かり

・朝の保育施設までの送り
・産後の育児のお手伝い
・ 保護者が体調不良で保育が困難なときの子

どもの預かり
・病児・病後児のお預かり　等

　保育サポート会員講習会

日　時     下記の 4 日間
　　　　　9 時 30 分～ 16 時 30 分

場　所     玉川公民館　１階会議室
申込み     前日までに、電話で緊急サポート

センター埼玉または役場福祉課に
お申し込みください。

問  緊急サポートセンター埼玉 ☎ 048-297-2903
問  福祉課 ☎ 65-0813

◆ ファミリー・サポート事業

顔合わせをして担当のお子さんを決めてから
お預かりを行います。あらかじめ予定の立つ
依頼が中心です。
保育謝金
7 時～ 19 時・・・1 時間 800 円
上記時間外・・・1 時間 900 円

◆ 緊急サポート事業

前日、当日の急な依頼に対応します。
保育謝金
7 時～ 19 時・・・1 時間 1,000 円
上記時間外・・・1 時間 1,100 円
病児・病後児のお預かりの場合
7 時～ 19 時・・・1 時間 1,100 円
上記時間外・・・1 時間 1,200 円

9 月 28 日㈪
●地域の子育て支援
　 ～ファミリーサポートの役割と昨今の子育て

事情～
・活動の内容について
・今と昔の子育ての違い等

9 月 29 日㈫
● こどもの体と心の発達・生活・遊び
・ 最近の保育グッズ等保育に必要な話

10 月 1 日㈭
● 小児の病気の特性、観察とケア・ 感染予防
・病気の子どもの保育について

10 月 2 日㈮
● こどもの事故と安全管理・リスクマネジメント
・安全な保育の環境・応急処置等

※ 上記日程でご都合が合わない場合は、越生町（町
役場）でも受けられますので、ご相談ください。

広告

今 月 の 納 税  納付期限は 9月30日㈬です。
口座振替をご利用の方も同日が振替日ですので、残高
不足にご注意ください。残高不足などにより口座振替
ができない場合は現金納付になりますのでご注意くだ
さい。　 問  役場税務課 ☎65-0811

国 民 健 康 保 険 税　　　　　  第 ３ 期
後 期 高 齢 者 保 険 料　　　　 第 ３ 期
介 護 保 険 料　　　　　　　　第 ３ 期

有料広告募集中　 ご覧いただいている広報ときがわを、あなたのお店やイベントの宣伝に役立てませんか？　☎ 65-0401
配布部数　月約 4,000 部　　　発行日　毎月第 4 金曜日　　　 広告料　1 段 /20,000 円　　1 段の 2 分の 1/10,000 円

　彩の国動物愛護推進員を
　公募します！

県では、動物の愛護や正しい飼い方に関する
知識情報等の普及啓発にボランティアとして
積極的・自主的にご協力をいただく「彩の国
動物愛護推進員」を募集します。

募集期間  
　令和 2 年 9 月 1 日㈫～ 11 月 30 日㈪

活動内容  
　・ 動物の愛護と適正な飼養 ･ 管理の重要性

について、地域住民の理解を深めるため
の啓発活動

　・ 地域住民の求めに応じた、繁殖制限措置
に関する助言や譲渡仲介の支援など

　・ 動物の愛護と適正飼養を推進するため県
が行う施策への協力

　・ その他、動物の愛護と適正な飼養の推進
のため県が必要と認めること

申込み方法等  
　 埼玉県 HP、または各保健所
（政令市・中核市を除く）、埼
玉県動物指導センターの窓口
に設置する募集要領をご覧く
ださい。

　 http://www.pref.saitama.lg.jp/a0706/
doubutu/aigosuishininkoubo2.html

問  埼玉県 生活衛生課 ☎ 048-830-3612
　　  a3600-02@pref.saitama.lg.jp

彩の国動物愛護推進員 検索
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